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教育大綱とは

教育大綱とは、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針であり、首長が策定します。

一宮市教育大綱は、子どもへの教育がすべての人の教育につながっていくことに着目し、生涯

学習、学術研究を包括しながらも 主たる対象者を「子ども」としています。また、大綱の構成と

その考え方は 以下のようになっています。

本市における教育の基本方針及び直面する教育課題に対する目指すべき教育行政の姿を「前文」

のなかで示しました。また、そのために達成すべき 3つの構成要素（知・徳・体）を中期的な「目
標」とし、概ね５年のうちに実施すべき５つの事業の柱を「実施方針」としました。

大綱の対象期間

対象期間は、平成 32年度までの５年*1とします。

大綱とその他の計画との関係について

地方公共団体の教育大綱は、①教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における

基本的な方針を参酌して定める、②地方公共団体において教育振興基本計画その他の計画を定め

ている場合には、その中の目標や施策の根本たる方針の部分を大綱と位置づけることができる、

とされています。

今回策定した一宮市教育大綱は、総合教育会議における委員の意見や、従来から計画されてい

る「一宮市学校教育推進プラン」「いちのみや生涯学習推進計画」「一宮市スポーツ振興計画」な

どの個別計画と、新たな計画である「まち・ひと・しごと創生総合戦略」「市長マニフェスト事業」

などを勘案し、一宮市の教育の方向性を示しています。

*1 対象期間中であっても、社会情勢等の大きな変化により各種計画との整合性を保つため、必要に応じて見直しを行うことがあります。

一
宮
市
教
育
大
綱

前 文 宣言文、一宮市の教育行政の基本的な方向性

目 標 中期的目標（概ね20年）

実施方針 今後実施する事業の柱（概ね５年）
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平成２７年４月に施行されました「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律」により、教育委員会制度の改革が行わ

れました。この改正により、教育の政治的中立、継続性・安定性を確保

しつつ、首長と教育委員会が連携を強化することとなりました。

一宮市では、市長と教育委員による総合教育会議を開催し、この大綱

を策定するとともに、教育にかかる諸問題について意見を交換し、相互

に連携を図りながら、より一層民意を反映した教育行政を推進していき

ます。


